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熊本大学大学院祉会文化科学教育部長

隈元貞広

「知の技法の伝承｣の企画は､大学院人文社会科学研究部所属の先生

方に講演をお願いし､それを他の教員が聴識することで教員同士の相互

理解を図り､またそれぞれの教育･研究の活性化を図るというのがその主

旨です｡もちろん学生も多く聴識し、自分の噂I1りを深める機会ともなってい

ます｡この企画は､木教育部のFD活動の一環として実施されており､今

回で16回目になります。

今年度は､大学院人文社会科学研究部教授で法哲学専攻のll｣田秀

(ひでし)先生に、「自然法と私一我が半生を反省する－｣というシャレの効

いたタイトルでご識淡いただきました(令和2年10月27日、文･法学部本

館2階A1教室にてIMI催)。

山田先生は､九州大学法学部卒業後､同大学院で､トミスト(＝トマス主

義者)として著名な水波朗教授のもと､法哲学を専攻し､ミュンスター大学

翻学の後､学位論文｢ヨハネス･メスナーの自然法論｣で､九州大学より法

学博士の学位を取得されました｡その後､南山大学に就職され､またヴィ

ーン大学ｶﾄﾘｯｸ神学部からの招聰を受け、当学部にて授業を担当され

た経歴もお持ちです｡そして､ご尊父亡き後､ご郷里鹿児島に近い本学に

赴任されました｡本学祇j倣中に､『ヨハネス･メスナーの自然法思想』(2014

年)と､『人間と社会一自然法研究一』(2019年)を刊行しておられます。

今回のご講演は､お話が朧り上がるあまり､予定の前半部分のみを皆様

に披露する形になりましたが､その分､先生の(反省対象の)半生を大変

興味深く拝聴させていただきました。「自然法と私｣という淡題でありました

から､てっきり｢自然法｣が前面に登場するかと思っておりましたが､ある意

味で｢肩透かし｣、しかしながら､他の意味では、 「自分を飾るな、日常のあ

りのままの素で話せ｣というお告げに従われたとのことで､先生のお人柄が

いわば素の姿で窺われたように思います｡先生の学問研究の根幹の一端
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を肌で感じることができる大変貴重な機会となりました。リーl､歌手としての

道を断念､教養部での冊年､大学院での指導教員からの大叱責など､多

くの挫折･失敗や不思議な何気ない縁が､かえってプラス要間として先生

の一生に大きくかかわっているというお話はとても示唆的でした｡奥様との

出会いも感動的だったのではないでしょうか｡皆様はどうでしたか？

ご識演の後半でお話しすることになっていた｢自然法｣につきましては、

*lll}子に収録されたご講淡原稿の後半部分で展開されていますので､そ

ちらを是非お読みいただければと思います。

雌後に､ご識減をお引き受けいただきました山田先生に､この場を借り

て､改めて､御礼I11し上げます。
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熊本大学大学院社会文化科学教育部第16回FD研究会

令和2年度「知の技法の伝承｣研究会

自然法と私一我が半生を反省する－

大学院人文社会科学研究部山田秀(やまだ･ひでし）

概要

我が国では珍しい一人の伝統的(＝トマス主義)自然法論者がこの世に

生を率け､どのような経験を通して研究者の道を辿るようになったのか、

大学教員としてどのような仕那･課題に従事して来たかを｢人生を振り返

ってみると｣と題した第一部でごく簡単に振り返ります｡そして｢自然法と

共に自然法に従い｣と題された第二部においては､名称はどうであれ、

各人の存在の奥所にきちんと書き込まれており時々刻々働いて巳まな

い自然法を巡る私なりの糖一杯の考察が試みられる予定です。「自分を

飾るな、日常のありのままの素で話せ』のお告げを受けて！

はじめに

第一部人生を振り返ってみると

1．誕生から大学受験まで

2．学生時代

3．大学院生時代

4．大学教員時代

第二部自然法と共に自然法に従い

1．教員紹介コーナーから

2． 【ラウンドテーブル】日本における現代自然法論から

3． トミストによる一連のテーゼ読解の試み

4．近著『人間と社会』の解題

おわりに
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はじめに

皆様､こんにちは｡ご来室有り難うございます｡Webサイトでご参加の皆

様に対してましても､お礼とご挨拶を申し上げます。

本日は､私如きにシリーズ｢知の技法の伝承｣での話魎提供という樅会

が与えられました｡本来ならばそれに最も細応しい方が登聴すべきところ、

私にいわば｢温情お鉢｣が回ってきた訳です。

社会文化科学教育部長の隈元貞広先生並びにFD委員長の鹿嶋洋先

生には岐初から日程調盤を含む様々な場而で大変おllt話になりました。

法花津晃様にも御高配を賜りました｡この場を借りましてお三方に心から

お礼を申し上げます。

さて演題をどうしたものかと考えていたところ、「無から有は生じない｣と

いう格言が｢有るがままを曝け出せ､それ以外に道は無かろう｣と助言して

くれました｡そこで肩肘張らず｢一自然法論者の足跡｣にしようと考えました。

その後多少のバリエーションを模索してみて、「自分らしい論題にもう少し

近づける努力をしよう｣と考え直しますが､周囲の人達から｢ダジヤレの山

111｣などと認撤されています‘,これを活かさない手はない｡こうして最終演

題は｢自然法と私一我が半生を反省する－｣と致しました。

10月14H(水)朝のこと｡玉名市横島町自宅から集団蕊校をする小学

1年生の‘恩,子秀翔を見送って､その後悔く家の仕事をして年中組の娘実

和を横島幼椛|制に送り届けて､熊本大学に向かう走行中のことでした｡私

の場合､偶にそういうことが起こるので仰天まではしませんが､それなりに

驚くべきことではあると思います｡上手く言えませんが､何らかの仕方で今

お話しした方針を裁可するぞ､というメッセージが届けられたと感じたので

す｡「自分を飾るな、日常のありのままの素で話せ｣というメッセージでした。

そういうことで､肩肘張らずごく普通に､先ずは第一部におきまして私個

人の成長の記録を時系列に従って辿ってみたいと存じまず-．
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るのか、その確認作業が先決だろう、と考えました。さび付いていたラテン

語もその頃ほんの少しだけではありますが活性化したように記f意していま

す。

第6章は、孟子の思想を伝統的自然法論の独自の立場からかなり大胆

に掘り下げて探求し得たのではないかと思います。

本文の最終泡の第7章に林竹二論を配樅しました。それは本i約が教育

哲学を説いているからです。教育の匝要性は、夙にアリストテレスが説いて

いると一般的に理解され知られているようですが、我が恩師水波朗先生が
「 プラトンにおける法律・ロゴス・正義—黄金の思應による埠き—」におい

て見市なまでに教育の本質的に重嬰な意味に論及しています。

(:,) 教育とは畢党「自己教育J

『人間と社会』第7章において、教育哲学者でありソクラテス教徒であ 

りキリスト教徒であった林竹二先生の偉大という外ない足跡を幾つかの

テー マとフェー ズに即して論じました。

心に染み入る事例が多々ある中 、 復貝軍人の再教育のための講習

会での開講の辞は示唆的です。戦時中の軍の教育は「目的を常に他か 

ら与えられた教育」であると林先生は指摘される。それが、軍服を脱い 

だ瞬間に「諸君の生活は諸君自身で生活目的を探して生きてゆくことを

命ずるものに変化した」と続きます。これは何も敗戦直後の我が国の話

に限らないのではないかと思います。どうでしょうか？現在もその傾向は 

確かに見られるでしょう。

「大学というところは、学問をするところである。そして、学問をするという 

ことは、疑問を疑問のままにながい間持ちつづける力を養うことからはじ 

められなくてはならない。」

林先生は 、 授業を「子どもの中に一つの事件をひきおこす営み」であ 

るとか、「教師と子どもが、いっしょになって一つの問題を追求する場」で

あると表現するのですが、その意味するところは極めて深いと思います。

「生命への畏敬だけが教育を可能にする」という一 度でも触れたなら 

ば決して忘れることのできないフレ ー ズを提示して 、 教育の本質に肉薄

し 、それによって教育荒廃への告発を継続されました。 「 人材」投成こそ 

が教育の本旨であるなどとり描く現代の機械的教育観を否として、林先生 

は 、 子供（或いは生徒）の中に埋蔵されている宝を掘り出すことに教育 

の本質的課題を見出すのです。その認識は更に深まっていきました。 

主人公は学ぶ者であり、成長する者であり、自己研鑽する者です。教育
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